
※8時～21時（年中無休）

※上記の手続きは、インターネットでも行うことができます。

●引越しなどで、新たに水道を使い始めるとき又は水道の使用をやめるとき
●使用中止の水道を工事などで使いたいとき……使用中止の水道を、リフォームや家の取り壊しなどで一時的にお使いになるとき
●共同住宅の世帯数異動があったとき……………「共同住宅用」として認定された建物で世帯数が変更となったとき

道路漏水を発見したら（携帯電話からもつながります）0120・189・240 ※24時間365日対応（通話料無料）

水道料金の減額について

●生活保護法により生活扶助を受給されている方
●水道を使用する方全員の市民税・県民税が非課税の世帯
●児童扶養手当を受給されている方
●東日本大震災などにより被災された方
●令和6年能登半島地震により被災された方

右記に該当する水道使用者（給水契約者）の方は、
お申込みにより１か月の水道料金のうち口径13mm
の基本料金相当額を減額することができます。なお、
給水契約者以外の方は、取扱いが異なります。
※下水道使用料についても、併せて減額又は免除されます。

水道に関するお問合せは、水道局電話受付センターまでお願いします
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問合せ 水道局電話受付センター 665・3220TEL 665・5536FAX

▲市水道局HPは
こちらから

特集
●水道料金の使い道 
  ～どんなことに水道料金は使われているの？～

どうなってるの？
さいたま市の水道
を発行しました!

各区役所情報公開コーナーにて、
閲覧及び貸出ができます。

▲こちらからも
ご覧いただけます。

※水道だより「水と生活」4月号は64万500部作成し、1部あたりの経費は14円（配布費用含む）です。

発行●さいたま市水道局　編集●水道総務課　〒330-8532 浦和区常盤６-14-16 048・714・3069TEL 048・832・5929FAX

漏水が多発している私道について配水管整備の要望を受け付けています

悪質な訪問販売や電話勧誘にご注意ください

問合せ 水道局電話受付センター 665・3220TEL 665・5536FAX

問合せ 水道計画課 714・3092TEL 832・1310FAX

　市水道局職員・水道局関係者を装う悪質な訪問販売や電話勧誘が多発しています。市水道局では次のようなことは
一切行っていませんのでご注意ください。

　要望の受付に当たっては、各種要件があります。また、この整備を実施するためには、私道を所有するすべての方の
承諾、給水管を所有（使用）するお客さま及び沿線に住まわれる皆さんの同意をいただくことが必要となります。

●給水管・排水管の点検・清掃

●水道メーター取替え代金の請求●電話や訪問でのアンケート など

●ご依頼のない水質検査やじゃ口の点検 ●検針票での集金

●浄水器などの斡旋・販売
あっせん

　市水道局職員は「職員証」を、受託業者は受託業者発行の「職員証」や市水道事業管理者発行の「受託者証明書」を
持っています。戸別訪問があった場合は、職員証などの提示を求め、氏名や会社名、訪問の目的・要件を確認して、不審
な点がある場合は、きっぱり断ってください。ご不明な点などありましたら電話受付センターまでお問い合わせくだ
さい。誤って契約したときは、すぐに下表の消費生活センターにご相談ください。

消費生活総合センター

浦和消費生活センター

岩槻消費生活センター

日曜日の電話相談

JACK大宮6階

コムナーレ9階

岩槻区役所3階

645・3421TEL 643・2247FAX

871・0164TEL 883・4893FAX

749・6191TEL 749・6193FAX

645・3421TEL 643・2247FAX

月～土曜日（祝休日・年末年始を除く）
受付時間：9時～16時30分

月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
受付時間：9時～12時、13時～16時30分

※来所される場合は、事前にご連絡ください。

日曜日、受付時間：9時～16時※電話相談のみ

水道局の費用負担による配水管整備を行っています

　詳細については下記までお問い合わせください。

整備前 整備後

凡例 配水管（局所有） 水道メーター
給水管（個人所有） 漏水修繕箇所

公道

私道

公道

私道

8




